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参照条文

○ 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（平成20年法律第15

号）による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法

律（昭和55年法律第36号）（抄）

（犯罪被害者等給付金の額）

第九条 遺族給付金の額は、政令で定めるところにより算定する遺族給付基礎額に、遺族

の生計維持の状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額とする。

２ 重傷病給付金の額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害

者負担額（当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかつた日から起算して政令で定め

る期間を経過するまでの間（以下この項及び次項において「給付期間」という。）にお

ける療養に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額から、健康保険

法（大正十一年法律第七十号）その他の政令で定める法律の規定により当該犯罪被害者

が受け、又は受けることができた給付期間における療養に関する給付の額を控除して得

た額（当該犯罪被害者がこれらの法律の規定による療養に関する給付を受けることがで

きない場合その他政令で定める場合にあつては、当該控除して得た額に相当するものと

して政令で定める額）をいう。次項及び第五項において同じ。）とする。

３ 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づい

て通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日（給付期間内の日（当

該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第三日目までの日を除く。）に限

り、当該犯罪被害者が刑事収容施設、少年院その他これらに準ずる施設に収容をされた

場合（国家公安委員会規則で定める場合に限る。）にあつては、当該収容をされていた

日を除く。以下この項及び第五項第二号において「休業日」という。）がある場合にお

ける重傷病給付金の額は、前項の規定にかかわらず、犯罪被害者負担額に、政令で定め

るところにより算定する休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額（当該休業日

に当該犯罪被害者が従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の一部を得た日（以下こ

の項において「部分休業日」という。）が含まれるときは、当該休業加算基礎額に当該

休業日の数を乗じて得た額から、当該部分休業日について得た収入の額を合算した額を

控除して得た額。第五項第二号において「休業加算額」という。）を加えた額とする。

４ 前二項の規定により算定した額が第七条第二項に規定する法令の規定による給付との

均衡を考慮して政令で定める額を超える場合における重傷病給付金の額は、前二項の規

定にかかわらず、当該政令で定める額とする。

５ 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病について死亡前に療養を受けた場合

における遺族給付金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額

に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額（その額が前項の政令で定

める額を超えるときは、当該政令で定める額）を加えた額とする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 当該療養についての犯罪被害者負担額

二 当該療養についての休業日がある場合 当該療養についての犯罪被害者負担額に休

業加算額を加えた額
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６ 遺族給付金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、遺族給付金の額は、第一

項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得

た額とする。

７ 障害給付金の額は、政令で定めるところにより算定する障害給付基礎額に、障害の程

度を基準として政令で定める倍数を乗じて得た額とする。

（裁定の申請）

第十条 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定める

ところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」と

いう。）に申請し、その裁定を受けなければならない。

２ 前項の申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生を知つた日から

二年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病若しくは障害が発生した日から七年を経過

したときは、することができない。

３ 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束され

ていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項

の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同

項の申請をすることができる。

（裁定等）

第十一条 前条第一項の申請があつた場合には、公安委員会は、速やかに、犯罪被害者等

給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定（支給する旨の裁定にあつては、その額の定

めを含む。以下同じ。）を行わなければならない。

２ 犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、当該申請をした者は、当該

額の犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利を取得する。

３ 犯罪被害者について重傷病給付金又は障害給付金を支給する旨の裁定があつた後に当

該犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、国は、当該重傷病給付金又は障害

給付金の額の限度において、当該犯罪被害者の 死亡に係る遺族給付金を支給する責め

を免れる。

○ 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備等に関する政令（公布予定）による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等によ

る犯罪被害者等の支援に関する法律施行令（昭和55年政令第287号）（抄）

（遺族給付金に係る倍数）

第六条 法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当

該各号に定めるものとする。

一 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場

合 次のイからニまでに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該イからニ

までに定める倍数

イ 一人 千五百三十（当該生計維持関係遺族が五十五歳以上の妻（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この号及び次項
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第一号において同じ。）又は国家公安委員会規則で定める障害の状態にある妻であ

る場合にあつては、千七百五十）

ロ 二人 二千十

ハ 三人 二千二百三十

ニ 四人以上 二千四百五十

二 前号に掲げる場合以外の場合 千

２ 前項第一号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収

入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。

一 妻

二 六十歳以上の夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつ

た者を含む。第五号において同じ。）、父母又は祖父母

三 十八歳未満の子又は孫

四 十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹

五 前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、前項第一号イの国

家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの

（障害給付金に係る倍数）

第十五条 法第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等 級に応じ、

当該各号に定めるものとする。

一 第一級 二千百六十（犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場

合にあつては、二千八百八十）

二 第二級 千八百六十五（犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある

場合にあつては、二千百六十）

三 第三級 千六百

四 第四級 九百二十

五 第五級 七百九十

六 第六級 六百七十

七 第七級 五百六十

八 第八級 四百五十

九 第九級 三百五十

十 第十級 二百七十

十一 第十一級 二百

十二 第十二級 百四十

十三 第十三級 九十

十四 第十四級 五十

○ 行政手続法（平成５年法律第88号）（抄）

（審査基準）

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

２ 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具
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体的なものとしなければならない。

３ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされてい

る機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなけ

ればならない。


